
 

 

 

令和２年６月定例 
 

四万十町教育委員会 
 

 

会 議 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時： 令和２年６月９日（金）午前９時００分 

 
場 所： 四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 
 

 

 



会 議 次 第 

 
１ 開 会 

２ 教育長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

 

４ 議 題  
   

① 承認第１号 専決処分の承認について（会計年度任用職員の任用（発令）の

承認） 
② 承認第２号 専決処分の承認について（四万十町教育委員会事務局の組織に

関する規則の一部を改正する規則）の承認） 
③ 議案第１号 令和２年度教育委員会関係予算案（６月補正）について 

 
５ 協議事項 
   

 
 
６ 報告事項 
  

 
 
７ その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 山脇 光章 

委  員 横山 順一、 坂本 維子、 石﨑 豊史、 佐々倉 愛  

事 務 局 浜田 章克、 林 瑞穂、 西谷 典生、 東 孝典 



承認第１号 

 
専決処分の承認について 

 
 

令和２年６月１日付け及び令和２年６月２日付け教育委員会会計年度任用職員の

任用（発令）について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規

定に基づき専決したので、同規則第４条の規定に基づきこれを報告し承認を求める。 

 
令和２年６月９日 提出 

 
四万十町教育長  山脇 光章
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専 決 書 

 
 
令和２年度 教育委員会会計年度任用職員の任用（発令）について、四万十町 

教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、下記のとおり 
専決する。 

 
令和２年５月２７日 

            
                    四万十町教育長 山脇 光章 

 
 

記 
 

 
令和２年度 教育委員会関係会計年度任用職員（専決） 

 

 

令和２年６月１日発令 

 

  学校教育課     任用期間：令和２年６月１日～令和２年７月 31 日 

所 属 業務内容 氏 名 住 所 備考 

仁井田小学校 特別支援教育支援員 小沼このみ 
古市町 3－27－8 

２号棟３号室 
 

 

  

2



 
専 決 書 

 
 
令和２年度 教育委員会会計年度任用職員の任用（発令）について、四万十町 

教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、下記のとおり 
専決する。 

 
令和２年６月１日 

            
                    四万十町教育長 山脇 光章 

 
 

記 
 

 
令和２年度 教育委員会関係会計年度任用職員（専決） 

 

 

令和２年６月１日発令 

 

  生涯学習課     任用期間：令和２年６月１日～令和３年３月 31 日 

所 属 業務内容 氏 名 住 所 備考 

東又保育所 保育士 森 優花 作屋 218－1 
見付保育

所と併任 

東又保育所 保育士 中越 恵美 
香月が丘 

2－42－10 

窪川地域

子育て支

援センタ

ーと併任 
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専 決 書 

 
 
令和２年度 教育委員会会計年度任用職員の任用（発令）について、四万十町 

教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、下記のとおり 
専決する。 

 
令和２年６月２日 

            
                    四万十町教育長 山脇 光章 

 
 

記 
 

 
令和２年度 教育委員会関係会計年度任用職員（専決） 

 

 

令和２年６月２日発令 

 

  生涯学習課     任用期間：令和２年６月２日～令和３年３月 31 日 

所 属 業務内容 氏 名 住 所 備考 

大正・十和地

域子育て支援

センター 
保育士（一時預かり） 尾崎 静 

大正木屋ヶ内 

196－3 

昭和保育

所と併任 

4



参考 

 

四万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則 

（平成18年教育委員会規則第４号）抜粋 

（委任） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」

という。）第25条第１項の規定に基づき、四万十町教育委員会（以下「教育委員会」

という。）は、次に定める事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する

ものとする。 

(１) 教育行政の基本方針に関すること。 

(２) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

(３) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関するこ

と。 

(４) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に関するこ

と。 

(５) 教育委員会及び教育委員会の所管する学校その他の教育機関の職員の任免

その他人事に関すること。 

(６) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。 

(７) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。 

(８) 幼稚園、小学校及び中学校の通学区域の設定又は変更に関すること。 

(９) 教科書の採択に関すること。 

(10) 教育委員会附属機関の委員の任免等に関すること。 

(11) 重要事項の告示、指令、通知、申請及び報告等に関すること。 

(12) 教職員の組織する職員団体及びその他の諸団体との重要な交渉に関するこ

と。 

(13) 文化財の町指定に関すること。 

(14) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に重要と認める事項。 

第３条 教育長は、緊急の場合には、第１条各号に規定する事務を専決することがで

きる。 

（委員会への報告） 

第４条 教育長は、次に掲げる事項について、次の教育委員会の会議にこれを報告し、

承認を求めなければならない。 

(１) 第１条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。 

(２) 前条の規定により教育長が専決した事務に関すること。 
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承認第２号 

 
専決処分の承認について 

 
 

四万十町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則について、別

紙のとおり四万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき

専決したので、同規則第４条の規定に基づきこれを報告し承認を求める。 

 
 

令和２年６月９日 提出 

 
四万十町教育長 山脇 光章   

 
 

6



 
専 決 書 

 
 
四万十町教育委員会事務局の組織に関する規則（令和２年四万十町教育委員会規則

第１号）の一部を改正する規則について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委

任規則第３条の規定に基づき専決し、別紙のとおり公布する。 

 
 

令和２年５月２８日 

            
                    四万十町教育長 山脇 光章 

 

7



8



9



1
/
3
 

四
万

十
町
教

育
委
員

会
事
務
局

の
組

織
に

関
す
る

規
則
の
一

部
を

改
正

す
る
規

則
新
旧
対

照
表

 
第

１
条
関

係
（
Ｒ
２

．
４

．
１

～
適
用

）
 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

○
四

万
十
町

教
育
委

員
会
事
務

局
の

組
織

に
関
す

る
規
則
 

○
四

万
十
町

教
育
委

員
会
事
務

局
の

組
織

に
関
す

る
規
則
 

令
和

２
年
３

月
４
日

教
育
委
員

会
規

則
第

１
号

令
和

２
年
３

月
４
日

教
育
委
員

会
規

則
第

１
号

（
趣

旨
）
 

（
趣

旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

地
方

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

3
1
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

1
7
条
第

２
項
の

規
定

に
基

づ
き
、
四

万
十
町

教
育

委
員

会
（
以

下
「
委
員

会
」

と
い

う
。

）
の

事
務

局
の

組
織

そ
の

他
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す

る
。
 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

地
方

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

3
1
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

1
8
条
第

２
項
の

規
定

に
基

づ
き
、
四

万
十
町

教
育

委
員

会
（
以

下
「
委
員

会
」

と
い

う
。

）
の

事
務

局
の

組
織

そ
の

他
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す

る
。
 

第
２

条
・
第

３
条
 

 
（
略
）

 
第

２
条

・
第

３
条
 

 
（
略
）

 

第
４

条
 
生

涯
学
習

課
の
分
掌

事
務

は
、

次
の
と

お
り
と
す

る
。
 

第
４

条
 
生

涯
学
習

課
の
分
掌

事
務

は
、

次
の
と

お
り
と
す

る
。
 

社
会

教
育
係
 

社
会

教
育
係
 

(
１

)
 

～
 

(
1
4
) 

（
略
）
 

(
１

)
 

～
 

(
1
4
) 

（
略
）
 

文
化

振
興
係
 

文
化

振
興
係
 

(
１

)
 

～
 

(
８

) 
（

略
）
 

(
１

)
 

～
 

(
８

) 
（

略
）
 

社
会

体
育
係
 

社
会

体
育
係
 

(
１

)
 

～
 

(
９

) 
（

略
）
 

(
１

)
 

～
 

(
９

) 
（

略
）
 

保
育

係
 

保
育

係
 

(
１

)
 

保
育

施
策
に

関
す
る
こ

と
。
 

(
１

)
 

保
育

施
策
に

関
す
る
こ

と
。
 

(
２

)
 

町
立

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
設

置
及

び
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
。
 

(
２

)
 

町
立

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
設

置
及

び
管

理
運

営
に

関
す

る
こ

と
。
 

(
３

)
 

子
育

て
支
援

セ
ン
タ
ー

の
設

置
及

び
運
営

に
関
す
る

こ
と

。
 

(
３

)
 

子
育

て
支
援

セ
ン
タ
ー

の
設

置
及

び
運
営

に
関
す
る

こ
と

。
 

(
４

)
 

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー
の

設
置
及
び

運
営

に
関

す
る
こ

と
。
 

 

(
５

)
 

児
童

会
館
及

び
放
課
後

児
童

健
全

育
成
に

関
す
る
こ

と
。
 

(
４

)
 

児
童

会
館
及

び
放
課
後

児
童

健
全

育
成
に

関
す
る
こ

と
。
 

(
６

)
 

放
課

後
子
ど

も
教
室
に

関
す

る
こ

と
。
 

(
５

)
 

放
課

後
子
ど

も
教
室
に

関
す

る
こ

と
。
 

第
５

条
～
 

 
 
 

（
略
）
 

第
５

条
～
 

 
 
 

（
略
）
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2
/
3
 

四
万

十
町
教

育
委
員

会
事
務
局

の
組

織
に

関
す
る

規
則
の
一

部
を

改
正

す
る
規

則
新
旧
対

照
表

 
第

２
条
関

係
（
Ｒ
２

．
６

．
１

～
適
用

）
 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

○
四

万
十
町

教
育
委

員
会
事
務

局
の

組
織

に
関
す

る
規
則
 

○
四

万
十
町

教
育
委

員
会
事
務

局
の

組
織

に
関
す

る
規
則
 

令
和

２
年
３

月
４
日

教
育
委
員

会
規

則
第

１
号

令
和

２
年
３

月
４
日

教
育
委
員

会
規

則
第

１
号

第
１

条
～
第

４
条
 

（
略
）
 

第
１

条
～
第

４
条
 

（
略
）
 

（
職

員
の
職

）
 

（
職

員
の
職

）
 

第
５

条
 
事

務
局
及

び
教
育
機

関
に

次
の

職
を
置

く
こ
と
が

で
き

る
。
 

第
５

条
 
事

務
局
及

び
教
育
機

関
に

次
の

職
を
置

く
こ
と
が

で
き

る
。
 

(
１

)
 

教
育

次
長
 

(
１

)
 

教
育

次
長
 

(
２

)
 

課
長
 

(
２

)
 

課
長
 

(
３

)
 

副
課

長
 

(
３

)
 

副
課

長
 

(
４

)
 

教
育

対
策
監
 

(
４

)
 

教
育

対
策
監
 

(
５

)
 

所
長
 

(
５

)
 

所
長
 

(
６

)
 

次
長
 

(
６

)
 

次
長
 

(
７

)
 

館
長
 

(
７

)
 

館
長
 

(
８

)
 

園
長
 

(
８

)
 

副
館

長
 

(
９

)
 

総
括

主
幹
 

(
９

)
 

係
長
 

(
1
0
)
 

総
括

技
幹
 

(
1
0
)
 

総
括

主
幹
 

(
1
1
)
 

高
校

教
育
振

興
対
策
監

 
(
1
1
)
 

総
括

技
幹
 

(
1
2
)
 

係
長
 

(
1
2
)
 

主
幹
 

(
1
3
)
 

副
館

長
 

(
1
3
)
 

技
幹
 

(
1
4
)
 

主
幹
 

(
1
4
)
 

主
査
 

(
1
5
)
 

技
幹
 

(
1
5
)
 

技
査
 

(
1
6
)
 

主
任

保
育
教

諭
 

(
1
6
)
 

主
任
 

(
1
7
)
 

主
任

保
育
士
 

(
1
7
)
 

主
任

技
師
 

(
1
8
)
 

主
査
 

(
1
8
)
 

主
事
 

(
1
9
)
 

技
査
 

(
1
9
)
 

技
師
 

(
2
0
)
 

主
任
 

(
2
0
)
 

社
会

教
育
主

事
 

(
2
1
)
 

主
任

技
師
 

(
2
1
)
 

栄
養

士
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3
/
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

(
2
2
)
 

主
事
 

(
2
2
)
 

教
諭
 

(
2
3
)
 

技
師
 

(
2
3
)
 

保
育

士
 

(
2
4
)
 

保
育

教
諭
 

(
2
4
)
 

主
任

保
育
士
 

(
2
5
)
 

保
育

士
 

(
2
5
)
 

保
育

教
諭
 

(
2
6
)
 

社
会

教
育
主

事
 

(
2
6
)
 

主
任

保
育
教

諭
 

(
2
7
)
 

栄
養

士
 

(
2
7
)
 

調
理

師
 

(
2
8
)
 

調
理

師
 

(
2
8
)
 

学
校

校
務
員
 

(
2
9
)
 

学
校

校
務
員
 

 

（
職

員
の
職

責
）
 

（
職

員
の
職

責
）
 

第
６

条
 

教
育

次
長

、
課

長
、

副
課

長
、

教
育

対
策

監
、

高
校

教
育

振
興

対
策

監
、

係
長

及
び

そ
の
他

の
職
員

の
職
責
は

、
次

の
と

お
り
と

す
る
。
 

第
６

条
 

教
育

次
長

、
課

長
、

副
課

長
、

教
育

対
策

監
、

係
長

及
び

そ
の

他
の

職
員

の
職

責
は

、
次
の

と
お
り

と
す
る
。

 

(
１

)
 

教
育

次
長

は
、

教
育

長
を

補
佐

す
る

と
と

も
に

教
育

長
の

命
を

受
け

て
教

育
政

策
及

び
企

画
を

つ
か

さ
ど

り
、

教
育

委
員

会
事

務
局

等
の

調
整

を
図

る
と

と
も

に
、

所
属

職
員
を

指
揮
監

督
す
る
。

 

(
１

)
 

教
育

次
長

は
、

教
育

長
を

補
佐

す
る

と
と

も
に

教
育

長
の

命
を

受
け

て
教

育
政

策
及

び
企

画
を

つ
か

さ
ど

り
、

教
育

委
員

会
事

務
局

等
の

調
整

を
図

る
と

と
も

に
、

所
属

職
員
を

指
揮
監

督
す
る
。

 

(
２

)
 

課
長

は
、

上
司

の
命

を
受

け
て

課
の

事
務

を
掌

理
し

、
所

属
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

(
２

)
 

課
長

は
、

上
司

の
命

を
受

け
て

課
の

事
務

を
掌

理
し

、
所

属
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

(
３

)
 

副
課

長
は

、
課

長
の

補
佐

並
び

に
課

内
の

調
整

等
を

図
る

と
と

も
に

、
所

属
職

員
を

指
揮
監

督
し
、

事
務
を
掌

理
す

る
。
 

(
３

)
 

副
課

長
は

、
課

長
の

補
佐

並
び

に
課

内
の

調
整

等
を

図
る

と
と

も
に

、
所

属
職

員
を

指
揮
監

督
し
、

事
務
を
掌

理
す

る
。
 

(
４

)
 

教
育

対
策

監
は

、
上

司
の

命
を

受
け

て
教

育
課

題
解

決
に

関
す

る
事

務
の

総
合

調
整

に
関
す

る
事
務

を
掌
理
す

る
。
 

(
４

)
 

教
育

対
策

監
は

、
上

司
の

命
を

受
け

て
教

育
課

題
解

決
に

関
す

る
事

務
の

総
合

調
整

に
関
す

る
事
務

を
掌
理
す

る
。
 

(
５

)
 

高
校

教
育

振
興

対
策

監
は

、
上

司
の

命
を

受
け

て
町

内
の

中
学

校
及

び
高

校
の

連
携

並
び
に

高
校
の

教
育
振
興

に
関

す
る

事
務
を

掌
理
す
る

。
 

 

(
６

)
 

係
長

は
、

上
司

の
命

を
受

け
て

係
等

内
の

調
整

等
を

図
る

と
と

も
に

、
係

等
所

属
職

員
を
指

揮
監
督

し
て
、
所

管
事

務
の

執
行
に

当
た
る
。

 

(
５

)
 

係
長

は
、
上

司
の
命
を

受
け

て
事

務
を
掌

理
し
、
総

括
す

る
。
 

(
７

)
 

そ
の

他
の
職

員
は
、
上

司
の

命
を

受
け
て
事

務
に
従

事
す

る
。
 

(
６

)
 

そ
の

他
の
職

員
は
、
上

司
の

命
を

受
け
て

事
務
を
掌

理
す

る
。
 

第
７

条
 
 

 
 
 

（
略
）
 

第
７

条
 
 

 
 
 

（
略
）
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